
浄化槽に係る届出書類等の御案内 

【問い合わせ】 

担当：寄居町役場生活環境エコタウン課環境保全班 

電話：０４８－５８１－２１２１ 内線２２３・２２４

こんなときには 必要な手続 いつまでに 
提出 

部数 
添付書類 

新しく浄化槽を

設置するとき。 
※建築確認を伴う場合は

除きます。 

浄化槽設置 

届出書 

工事着工予定日の10日

前までに、町へ届出をし

てください。 
※なお、浄化槽法第１３条の

規定による国土交通大臣の認

定を受けていない浄化槽の場

合は、２１日前までに届出を

お願いします。 

４部 

① 建築物の平面図（平面図に配置図、配

管図が記載された排水系統図） 

② 付近の見取り図 

③ 浄化槽に関する調書（埼玉県建築基準

法施行細則第６条第1項第３号に規定

する調書） 

④ 型式適合認定書（別添仕様書及び図面

を含む） 

⑤ 浄化槽法第１３条の規定に基づく認

定書 

※浄化槽法第１３条の規定による国土交

通大臣の認定を受けていない浄化槽の

場合は以下の書類 

・浄化槽の構造図 ・仕様書 

・処理工程図及び設計計算書 

⑥ 建築物の用途及び延べ面積を確認で

きる書類 

⑦ 浄化槽法第７条検査依頼書払込票兼

受領証の写し 

⑧ 道路や河川等を使用する場合は、その

許可証の写し（道路占用許可書等） 

⑨ 浄化槽の放流水を地下浸透する場合

は、事前協議確認書の写し 

⑩ その他、審査に必要とされる書類 

新しく設置した浄

化槽を使い始めた

とき。 

浄化槽使用 

開始報告書 

浄化槽を使い始めた日

から30日以内に町へ報

告してください。 
３部 

５０１人槽以上の場合 

技術管理者の資格を証明する書類 

・修了書 ・経歴書 

・浄化槽管理士免状の写し 

浄化槽を廃止した

とき。 
※公共下水道等への接続

や、新しい浄化槽への入れ

替えなど、今までの浄化槽

を使わなくなった場合。 

浄化槽使用 

廃止届出書 

浄化槽を廃止した日か

ら30日以内に町へ届出

してください。 ３部 

 

浄化槽の使用（管

理）者が変更になっ

たとき。 

浄化槽管理

者変更報告

書 

新しく使用（管理）者に

なった方が、変更となっ

た日から30日以内に町

へ報告してください。 

３部 

５０１人槽以上の場合 

技術管理者の資格を証明する書類 

・修了書 ・経歴書 

・浄化槽管理士免状の写し 

浄化槽の構造や規

模の変更をすると

き。 

浄化槽変更 

届出書 

浄化槽設置届出書と同

じです。 ４部 

浄化槽設置届出書と同じです。 

浄化槽を一時的に

休止するとき。 
浄化槽使用

休止届出書 

浄化槽の使用を休止し

た日から30日以内に町

へ届出してください。 
３部 

休止の直前に清掃を行ったことがわかる

書類（写しでも可） 

 ・浄化槽清掃業者から発行される清掃

  記録など 

休止していた浄化

槽の使用を再開し

たとき。 

浄化槽使用

再開届出書 

浄化槽の使用を再開し

た日から30日以内に町

へ届出してください。 
３部 

 


